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１ 変更理由 

  全国森林計画の策定に伴い計画事項の記載内容等に変更が生じたことから、森林法（昭和 26年

法律第 249 号）第 10 条の５第１項の規定に基づき策定した串間市森林整備計画書の一部を、同法

第 10条の６第３項に基づき変更する。 

 

 

２ 変更始期 

  令和６年４月１日から適用する。 

 

 

３ 変更の内容 

 

「Ⅱ 森林の整備に関する事項」の「第１の１、２」をつぎのとおり変更する。 

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項  

森林施業を実施するに当たっては、「Ⅰの２の森林整備の基本方針」によるほか、次に掲げる 

基準によるものとする。 

なお、保安林及び保安施設地区内の森林並びに法令により立木の伐採につき制限がある森林

（森林法施行規則（昭和 26 年農林省令第 54 号）第 10 条に規定する森林をいう。）については、 

制限の目的の達成に必要な施業を行う。  

施業の実施に当たっては、山村における過疎化や高齢化の進行を踏まえ、林地生産力の高低や 

傾斜の緩急といった自然条件のほか、車道等や集落からの距離といった社会的条件を勘案しつつ 

効率的かつ効果的に行う。また、森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣、餌場、 

隠れ場として重要な空洞木や枯損木及び目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げな 

いものについては、保残に努める。さらに、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え 

等を促進する。このほか、野生鳥獣による森林被害の状況に応じた施業を行う。  

加えて、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林等に  

おいては、主伐後の確実な植栽及び保育等を推進する。 

 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

 

 １ 樹種別の立木の標準伐期齢 

標準伐期齢は、本市内に生育する主要樹種ごとに、標準的な立地条件にある森林の平均成長量 

が最大となる年齢を基準に、森林の有する公益的機能、平均伐採齢及び森林の構成を勘案して次 

のとおり定める。 

なお、標準伐期齢は、本市の標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として、本計画 

で定められるものであるが、標準伐期齢に達した森林の伐採を促すものではない。 

 

地   域 

        樹         種 

ス  ギ ヒノキ マツ類 
その他の 

針 葉 樹 

クヌギ 

ナラ類 

その他の

広 葉 樹 

本市全域 35 年 40 年 30 年 40 年 10 年 10 年 

 

２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

     主伐に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行う

こととし、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木

の樹高程度の幅を確保することとし、伐採の対象とする立木については、標準伐期齢以上を目

安として選定することとする。 

  

 

 

 



   立木の皆伐及び択伐の留意点については、下表のとおりとする。 

 

 

伐採方

法の別 

 

留    意    点 

 

 

皆 伐 

 

 

 

 

 

 主伐のうち択伐以外のものとする。皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の

自然条件及び公益的機能の確保の必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇

所当たりの伐採面積の規模及び伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積に

応じて、少なくとも 20haごとに保残帯を設け適確な更新を図ることとする。 

 

 

択 伐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、

単木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な伐採率で行

い、かつ、材積に係る伐採率が 30％以下（伐採後の造林が人工造林による場合

にあっては 40％以下）であるものとする。 

 択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図れる適正な林分構

造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率によることと

する。 

 

 

    人工林の主伐の時期は、樹種ごとの生産目標に対応する径級に達した時期に行い、本市に

おける主伐の時期は、下表を目安として定めるものとする。 

       

 

 

地 域 

 

 

 

樹 種 

 

 

 主伐時期 

 

  の目安 

 

標準的な施業体系 

 

生産目標 

 

仕立て方法 

 

期待径級 

 

 

 

 

 

本市全域 

 

 

 

 

 

 

  

ス ギ 

 

 

３５年生 

 

一般構造用材 

 

  

中庸仕立て 

 

 

 ２８ｃｍ 

 

５６年生以上 

 

一般大経材 

 

 ４２ｃｍ以上 

 

 

 ヒノキ 

 

 

４０年生 

 

一般構造用材 

 

  

中庸仕立て 

 

 

 ２６ｃｍ 

 

６４年生以上 

 

一般大経材 

 

 ４０ｃｍ以上 

 

 クヌギ 

 

 

１０年生 

 

 

 

しいたけ原木 

 

 

 

 中庸仕立て 

 

 

 

 １２ｃｍ 

 

 

    用材向け広葉樹等については樹種ごとの用途等に対応した時期に伐採するものとする。 

   なお、立木の伐採の標準的な伐採方法において、以下のアからオまでに留意して行うものと

する。 

  ア 森林の生物多様性の観点から、野生生物の営巣地等の重要な空洞木について、保残等に努

める。 

  イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することがないよう、伐採跡地間の

距離として少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保する。 

  ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新方法を定めその方法を勘案し

て伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育

状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。 

  エ 林地の保全、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等のため、渓流周辺や

尾根筋等に保護樹帯を設置するものとする。 



  オ 伐採・搬出に当たっては、「環境に配慮した高性能林業機械の作業システム指針」（平成

20 年３月宮崎県環境森林部）及び「宮崎県伐採、搬出及び再造林ガイドライン（平成 30年

11 月 28 日宮崎県森林経営課）」に基づき、地形、地質等を十分考慮し、山地の崩壊や土砂

の流出などの災害の未然防止を図るよう留意するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 「Ⅱ 森林の整備に関する事項」の「第２の１」をつぎのとおり変更する。 

 

第２  造林に関する事項  

造林については、裸地状態を早期に解消して森林の有する公益的機能の維持を図るため、更

新されるべき期間内に行うものとし、その方法については、気候、地形、土壌等の自然条件等

に応じて、人工造林又は天然更新によるものとする。特に、天然更新には不確実性が伴うこと

から、現地の状況を十分確認すること等により適切な更新方法を選択し、植栽によらなければ

適確な更新が困難な森林においては、人工造林によることとする。伐採後に適確な更新が図ら

れていない伐採跡地については、それぞれの森林の状況に応じた方法により早急な更新を図る

こととする。 

また、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（無花粉苗木、少花粉苗木、 

低花粉苗木及び特定苗木をいう。以下同じ。）の植栽、広葉樹の導入等に努める。 

                                   

 １ 人工造林に関する事項 

   人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必

要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来に

わたり育成単層林として維持する森林において行うものとする。 

 

(1) 人工造林の対象樹種 

   人工造林に当たっては、適地適木を旨とし、郷土樹種も考慮に入れて、気候、地形、土壌等

の自然条件等に適合するとともに、木材需要にも配慮した樹種を選定することとする。 

     また、伐採が終了しておおむね２年以内に、効率的な施業実施の観点から、技術的合理性に

基づき、現地の状況に応じた本数の苗木を植栽することとし、コンテナ苗の活用や伐採と造林

の一貫作業システムの導入に努めることとする。 

      なお、苗木の選定については、成長に優れた特定苗木等や花粉の少ない苗木の増加に努める

こととする。 

    広葉樹造林に当たっては、「宮崎県における広葉樹等の造林に関する調査報告書（1996 年

３月宮崎県林業総合センター）」等を参考として、地域の自然条件等に適合した樹種を選定す

るものとする。 

 

区  分 

 

針広葉樹別 

 

樹   種   名 

 

 

人工造林の

対象樹種 

 
 

 

針葉樹 

 

 スギ、ヒノキ、クロマツ、カヤ、モミ、イチョウ、イヌマキ 

 

 

広葉樹 

 

 

 

 クヌギ、ナラ、カシ類、ケヤキ、ホオノキ、ヤマグワ、セン

ダン、クスノキ、タブノキ、シイノキ、マテバシイ、ミズメ、

ヤマザクラ、イヌエンジュ、クリ、カエデ類 
 

    上記以外の樹種を選定する場合は、森林総合監理士（フォレスター）や林業普及指導員又

は当市の林務担当部局等と相談のうえ、適切な樹種を選定することとする。 

 

(2) 人工造林の標準的な方法   

  ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

    植栽本数については、施業の効率化や地位等の自然条件を踏まえ、既往の植栽本数や保安

林の指定要件を勘案して、仕立ての方法別に１ヘクタール当たりの標準的な植栽本数を植栽

するものとする。また、活着が良く成長に優れた特定苗木等による低密度植栽に努める。 

    複層林化を図る場合の樹下植栽については、標準的な植栽本数に下層木以外の立木の伐採

率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽するものとする。 

 

 

 

 



 
    
    
    
   
 

 
樹  種 

 
植栽本数（本/ha） 

 
備   考 

 
   ス  ギ  

 
1,500 ～ 3,000 

 
 

 
   ヒ ノ キ  

 
2,000 ～ 3,500 

 
 

 
   ク ヌ ギ  
 

 
2,000 ～ 3,500 

 

 
 
 

 

    ここに定められた標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、森林総合監

理士（フォレスター）や林業普及指導員又は当市の林務担当部局等と相談の上、適切な植栽

本数を選定することとする。 

 

  イ その他人工造林の方法 

 

区  分 

 

標 準 的 な 方 法 

 

地ごしらえの方法 

 

 

 

 

 

 伐採木及び枝条等が植栽や保育作業の支障とならないように整理

することや、林地の保全に配慮するものとする。 

 また、高性能林業機械による伐採・搬出作業を同時並行して機械

地拵えや植栽を行う伐採と造林の一貫作業システムの導入など作業

工程の効率化に努めるものとする。 

 

植え付けの方法 

 

 

 

 

 気候その他の自然条件、既往の植付け方法等を勘案して植付け方

法を定めるとともに適期に植え付けるものとする。 

 また、施業の効率化や植栽時期の自由度が高いコンテナ苗の活用

についても取り組むものとする。 

 

植栽の時期 

 

 

 

 

 

 苗木の活着と成長が図られるよう、適期、通常は春に植栽するも

のとする。 

 なお、コンテナ苗はついては、その特性から植栽時期の分散を推

進するものとする。 
 

 

(3) 伐採跡地の人工造林をすべき期間   

   森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る観点から、３に定

める植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に指定されている森林の更新など、人工造林

による更新は、皆伐による伐採跡地については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の

初日から起算して２年以内に更新を完了するものとする。 

    択伐による伐採に係るものについては、伐採による森林の公益的機能への影響を考慮し、伐

採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を越えない期間に更新を完了する

ものとする。 

   なお、保安林にあっては、その保安林に定める指定施業要件に従い植栽するものとする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



「Ⅱ 森林の整備に関する事項」の「第３の２、３」をつぎのとおり変更する。 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 

      間伐及び保育は、これまで造成してきた人工林を健全な状態維持していく上で必要不可欠

な作業である。このため、地形、気象等の自然条件、森林資源の構成、森林に対する社会的

要請等を勘案し、間伐及び保育に関する事項を定めるものとする。 

 

 ２ 保育の種類別の標準的な方法 

森林の立木の生育促進及び林分の健全化を図るため、下表に示す内容を基礎とし、既往におけ 

る保育の方法を勘案して、時期、回数、作業方法その他必要な事項を定める。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

保育の 

 

種  類 

 

 

樹  種 

 

実  施 林 齢  

 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

 

８ 

 

９ 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

下  刈 

 

 

ス  ギ 

ヒノキ 

クヌギ 

        

つる切り 

 

       

除  伐 

 

        

    注：←→期間に各施業を必要に応じて実施する 

 

  

保育の 

種 類 

 

標  準  的  な  方  法 

 

 

備 考 

 

 

   

  

下  

刈 

 

 

 

 通常年１回、植栽木が被圧されないよう植生の繁茂状況に応じ

て、適切な時期及び作業方法により雑草木を刈り払う。また、

雑草木の繁茂状況が著しい時は、２回以上実施する。 

 

 

 

 

 

  

つる切り 

 

 つる類の繁茂状況に応じ、適切に実施する。 

 

 
 

  

除  

 

伐 

 

 

 

 

 

 造林木の育成が阻害されないよう目的樹種以外の不要木や成木

の見込みのない不良木を対象に下刈終了後３～６年頃に１～２

回程度実施する。この場合、急激な環境変化が生じないよう配

慮するとともに、目的樹種以外であっても、その生育状況、公

益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案して、有用なものは

保存・育成するなど現地の実態に応じて適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

枝  

打 

 

 

 

 通常、すそ枝打（手の届く範囲）や枯れ枝落とし等最小限度行

うこととするが、優良材生産にあっては、若齢級から生産目標

に応じた枝打を行うこととする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ３ その他必要な事項 

   上記１及び２によるほか、特に次に示す点に留意することとする。 

 

   ○ 間伐 

     林冠が隣り合わせた樹木の葉が互いに接して葉の層が林地を覆ったようになり、うっ

閉（樹冠疎密度が 10 分の８以上）し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目

的樹種の一部を伐採するもので、伐採率（材積率）は 35％以下であり、かつ、伐採が終

了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年後にその樹冠疎密度が 10 分の８以

上に回復するよう行うものとする。 

     路網整備の遅れにより間伐が十分に実施されていない地区の人工林については風害に 

    留意し、間伐の繰り返し期間を５年程度として、実施することとする。 

     間伐に当たっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適

正な林分構造が維持され、根の発根が促されるよう、適切な伐採率により繰り返し行う。

特に高齢級の森林における間伐に当たっては、立木の成長力に留意する。また、施業の

省力化・効率化の観点から、列状間伐の導入に努める。 

   

○ 下刈 

     標準的な方法に示す林齢を超える森林についても、植生の繁茂状況に応じて追加して行

うこととする。また、雑草木の繁茂が著しく、造林木の成長に悪影響を及ぼす場合は、２

回刈りを行うものとする。 

   ○ つる切り 

     つる類の繁茂の著しい、沢沿いの箇所については、必要に応じ、２から３年までの間に

１回、立木の生育に支障をきたさないよう実施すること。 

 

   ○ 除伐 

     目的外樹種であっても、その生育状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案し、 

有用樹種は保存し育成するもとする。 

 

○  鳥獣被害対策 

 鳥獣被害対策については、野生鳥獣による樹木等の被害が見込まれる森林において、目 

     的樹種の成長を阻害する野生鳥獣を防除するため、施業と一体的に行う防護柵等の鳥獣害

防止施設等の整備や捕獲等を行うこととする。 

 

   局地的森林の生育状況の差違等を踏まえ、必要に応じて、１又は２の「標準的な方法」に従

って間伐又は保育を行ったのでは十分に目的を達成することができないと見込まれる森林につ

いては、生育状況に応じた間伐又は保育の方法を決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「Ⅱ 森林の整備に関する事項」の「第５の１」をつぎのとおり変更する。 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項  

 

 １ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

   委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施等については、施業集約化と長期施業受委託等

に必要な森林情報の提供及び助言・あっせんなどを推進し、長期にわたり持続的な経営を実現

できる林業経営体への委託を進めものとする。 

      その際、長期の施業等の委託が円滑に進むよう、市町村による森林の土地の所有者届出制度 

の運用や固定資産課税台帳情報の適切な利用を通じて、得られた情報を林地台帳に反映するな 

どして、森林所有者情報の精度向上を図るとともに、その情報提供を促進する。あわせて、航 

空レーザ測量等により整備した森林資源情報の公開を促進し、面的な集約化を進める。このほ 

か、施業集約化等を担う森林施業プランナーの育成を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



「Ⅱ 森林の整備に関する事項」の「第８の１」をつぎのとおり変更する。 

 

第８ その他必要な事項 

 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

  本市の林家の大部分は経営規模が５ha未満の小規模所有者であり、また、保育対象齢級の森

林が多いことから、林業経営の採算性を維持することは困難である場合が多い。 

  従って、森林の施業又は経営の長期委託や、森林施業の共同化・合理化を進めるとともに、

林道、森林作業道等の路網整備による生産コストの低減及び労働強度の低減を図ることとする。 

  また、伐採時期を迎える森林においては、高性能林業機械の積極的な導入により、作業の合

理化及び効率化に努める一方、森林組合の作業班を拡充することにより、各種事業の受委託拡

大及び労務班の雇用の通年化と近代化に努めることとする。 

   なお、林業労働者及び林業後継者の育成及び確保方策は次のとおりとする。 

  ○ 林業従事者の養成・確保 

    就業相談会の開催や就業体験等の実施、「みやざき林業大学校」における技能・技術の習

得のための計画的な研修の実施等による新規就業者の確保や、現場技能者に対する知識・技

術の習得のための研修や高性能林業機械オペレーターの養成研修の実施など段階的かつ体系

的な人材育成を促進するとともに、地域の実態に応じた林業への新規参入・起業など林業従 

事者の裾野の拡大、女性等の活躍・定着、外国人材の適正な受入れの検討等に取り組む。ま 

た、林業従事者の通年雇用化、技能等の客観的な評価の促進等により、他産業並みの所得水 

準の確保に向けて取り組むとともに、現場作業の省力化や効率化、軽労化に向けた資機材導

入等や労働安全対策の強化等による労働環境の改善を図る。 

    また、林業研究グループ等の先導的活動への支援や経営・技術等に関する研修の実施等に

より、経営感覚に優れた地域の次の世代を担う林業後継者の育成に努めるものとする。 

○ 林業事業体の育成強化 

    森林組合や素材生産業者などの林業事業体を育成強化するため、「林業労働力の確保の促

進に関する法律」に基づき意欲ある事業体の認定を行うとともに、認定した事業体に対して

宮崎県林業労働機械化センターによる高性能林業機械の貸与や事業量の安定的確保、生産性

の向上などの事業合理化や雇用改善等を推進するものとする。 

また、森林組合と林業事業体の事業連携や林業事業体の法人化・協業化の促進を通じた経 

営基盤及び経営力の強化等により、長期にわたり持続的な経営を実現できる林業事業体を育 

成する。 

  

 


